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報告１ 特定生産緑地制度について 
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◆生産緑地の指定状況（平成３０年１２月２６日現在） 

 筆数（筆） 割合 指定面積（ha） 割合 

全体 1,250  85.34  

令和４年中に指定から 30 年を

迎える生産緑地 
1,080 86.4% 67.24 78.8% 

内 

訳 

第１次指定 

（平成 4年 8月 18 日） 
756 60.5% 47.55 55.7% 

第２次指定 

（平成 4年 11 月 30 日） 
324 25.9% 19.69 23.1% 

 

◆指定までのスケジュール（第１次・第２次指定分） 

 

令和元年７月

令和元年１０月

令和２年１２月頃
　　　　　　（予定）

令和３年５月頃

令和３年１２月頃
　　　　　　（予定）

令和４年８月の申出基準日までに特定生産緑地の告示を行う

令和４年中に指定から30年を経過する生産緑地
の所有者へ特定生産緑地制度の案内文書を送付

対象となる所有者へ指定意向確認書等を送付
後、特定生産緑地制度の指定申出/非指定申出
の受付を開始

指定申出があった生産緑地について都市計画審
議会で意見聴取

特定生産緑地制度の指定申出受付を締切

指定申出があった生産緑地について都市計画審
議会で意見聴取

↓

↓

↓

↓

↓
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報告２  

第８回市街化区域及び市街化調整区域の

区域区分変更に伴う都市計画決定及び変更

について 
 



 

和泉和泉府中駅  

黒鳥山麓線黒鳥山麓線黒鳥山麓線 

山荘地区

（約 0.8

市街化区域編入予定地区

地区 

0.8ha） 

市街化区域編入予定地区市街化区域編入予定地区市街化区域編入予定地区
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市街化区域編入予定地区 



 

岸和田和泉岸和田和泉 IC 

唐
国

久
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線
 

和泉中央駅和泉中央駅 

（

春木地区

（約 4.0ha

春木地区 

4.0ha） 

市街化区域編入予定地区市街化区域編入予定地区市街化区域編入予定地区市街化区域編入予定地区
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市街化区域編入予定地区 
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報告３  

都市計画区域マスタープランの改定に 

ついて 
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◆南部大阪都市計画区域マスタープラン 本市関連事項（一部抜粋） 

 

１．市街化区域への編入を保留する制度（保留フレーム）の活用 

 

第８回区域区分変更時に市街化区域へ編入する必要性・見通しが認められる

ものの、その時点で事業実施の確実性の不足等の理由により、市街化区域への

編入の条件を満たしていない区域のうち、計画的な事業の実施が概ね５年以内

に実施される見込みがあると認められる区域については、市街化区域への編入

を保留する区域とします。 

 

 

 

２．市街化調整区域の土地利用の方針 

 

市街化調整区域については、維持・保全することを基本としますが、計画的

な整備が行われることが確実な区域については、以下の方針に基づいて、必要

最小限の区域において土地利用を誘導します。 

 

【大阪外環状線等沿道まちづくり】 

富田林市、河内長野市、和泉市及び岸和田市を通る大阪外環状線を軸に、国

道 309 号及び阪和自動車道岸和田和泉インターチェンジ付近から大阪外環状線

に至る府道岸和田牛滝山貝塚線を対象に策定された「外環状線等沿道のまちづ

くりの方針」に沿って、大阪外環状線等の既存ストックを活かした産業立地を

進めるとともに、農空間の保全・活用を図り、周辺環境や景観に配慮しながら、

都市的土地利用と農的土地利用が調和した土地利用を目指します。 

和泉中央駅周辺地区 

和泉中央線沿道地区 


